
 

    杵築市住民投票条例 

 

（目的）  

第１条 この条例は、杵築市自治基本条例（平成２５年杵築市条 

例第４号。以下「自治基本条例」という 。） 第８条第４項の規 

定に基づき、市政の重要事項における住民投票の実施に関し必 

要な事項を定めることにより、市民の意思を市政に反映し、も 

って住民自治の充実を図るとともに、市民、行政及び議会の協 

働によるまちづくりを推進することを目的とする。 

（市政の重要事項） 

第２条 住民投票に付することができる市政の重要事項とは、市 

全体に重大な影響を及ぼす事案であって、市民に直接その意思 

を問う必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げ 

るものを除く。 

（１） 市の機関の権限に属さない事項。ただし、市の意思を 

明確に表示すべき事項を除く。 

（２） 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項 

（３） 市の組織、人事及び財務の事務に関する事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、住民投票に付することが 

   適当でない事項 

（住民投票の請求及び発議） 

 第３条 自治基本条例第３条第１号に規定する市民のうち年齢満 

１８年以上の者は、住民投票の投票資格を有する者（以下「投 

票資格者」という 。） の総数の５分の１以上の者の連署をもっ 

て、市政の重要事項について、市長に対して書面により住民投 

票を請求（以下「市民請求」という 。） することができる。 

２ 議会は、議員の定数の３分の１以上の者の賛成を得て議員提 

案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された市政 



 

の重要事項について、市長に対して書面により住民投票の実施 

を請求（以下「議会請求」という 。） することができる。 

３ 市長は、市政の重要事項について、住民投票を実施しようと 

するときは、自ら住民投票を発議（以下「市長発議」という。 

）することができる。 

４ 市長は、市民請求又は議会請求があったとき、若しくは市長 

発議をしたときは、直ちにその要旨を公表しなければならない。 

（議会への協議） 

第４条 市長は、市民請求があったとき、又は市長発議をすると 

きは、住民投票の実施について、速やかに議会に協議しなけれ 

ばならない。ただし、市民請求の内容が第２条各号の規定に該 

当する場合は、この限りでない。 

（住民投票の実施） 

第５条 市長は、前条に規定する協議を経たとき、又は議会請求 

があったときは、住民投票の実施を決定しなければならない。 

ただし、当該協議の結果、議会の議員の３分の２以上の者の反 

対があるときは、住民投票を実施しないこととする。 

２ 市長は、住民投票を実施する決定をしたとき、又は住民投票 

 を実施しない決定をしたときは、直ちにその旨を告示しなけれ 

 ばならない。 

３ 市長は、住民投票を実施する決定をしたときは、杵築市選挙 

管理委員会（以下「選挙管理委員会」という 。） の委員長に通 

知しなければならない。 

（住民投票の形式） 

第６条 第３条に規定する市民請求、議会請求及び市長発議（以 

下「市民請求等」という 。） による住民投票に係る事項は、二 

者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたもの 

でなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、３ 



 

以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。 

（住民投票の執行） 

第７条 住民投票は、市長が執行するものとする。 

２ 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条 

の２の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票 

の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するもの 

とする。 

（選挙管理委員会の事務） 

第８条 選挙管理委員会は、前条第２項の規定により委任を受け 

た住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。 

（投票資格者） 

第９条 投票資格者は、日本国籍を有する者又は定住外国人であ 

って、年齢満１８年以上の者のうち引き続き３月以上杵築市に 

住所を有する者（その者に係る杵築市の住民票が作成された日 

（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条又は第 

３０条の４６の規定による届出をした者については、当該届出 

をした日）から引き続き３月以上杵築市の住民基本台帳に記録 

されている者に限る 。） とする。 

２ 前項に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当 

する者とする。 

（１） 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者 

等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号 

）に定める特別永住者 

（２） 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９ 

号）別表第２の上欄の永住者の在留資格をもって在留す 

る者 

（３） 出入国管理及び難民認定法別表第１及び別表第２の上 

欄の在留資格（前号の在留資格を除く 。） をもって在留 



 

し、引き続き３年を超えて日本に住所を有する者 

（住民投票の期日） 

第１０条 住民投票の期日（以下「投票日」という 。） は、選挙 

管理委員会に対して第５条第３項の規定による通知があった日 

から起算して９０日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定 

めるものとする。 

２ 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したとき 

は、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の７日前に告示 

しなければならない。 

（投票所等） 

第１１条 投票所及び第１４条に規定する期日前投票における投 

票所（以下「期日前投票所」という 。） は、選挙管理委員会の 

指定した場所に設ける。 

２ 選挙管理委員会は、投票日の５日前までに投票所を、前条第 

２項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞ 

れ告示しなければならない。 

（投票資格者でない者の投票） 

第１２条 投票日の当日（第１４条に規定する期日前投票にあっ 

ては、投票をしようとする日）に、投票資格者でない者は、投 

票をすることができない。 

（投票所においての投票） 

第１３条 住民投票をしようとする投票資格者（以下「投票人」 

という 。） は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者 

名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。 

（期日前投票等） 

第１４条 規則で定める投票人は、前条の規定にかかわらず、規 

則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うこと 

ができる。 



 

（情報の提供） 

第１５条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に 

関する情報を市民に対して提供するものとする。 

（投票運動） 

第１６条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により 

市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は 

市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。 

（住民投票の成立要件等） 

第１７条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当 

該住民投票の投票資格者数の２分の１に満たないときは、成立 

しないものとする。この場合において、開票作業その他の作業 

は行わない。 

２ 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するも 

のとする。 

（投票結果の告示等） 

第１８条 選挙管理委員会は、前条第１項の規定により住民投票 

が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確 

定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内 

容を市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、市民請求等に係る住民投票について、前項の規定に 

より選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ち 

に市議会の議長及び当該市民請求に係る代表者に通知しなけれ 

ばならない。 

（投票結果の尊重） 

第１９条 市長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければな 

らない。 

（市民請求の制限期間） 

第２０条 この条例による住民投票が実施された場合（第１７条 



 

第１項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く 。）  

には、その結果が告示されてから２年が経過するまでの間は、 

同一の事項又は当該事項と同旨の事項について第３条第１項の 

規定による請求を行うことができないものとする。 

（投票及び開票） 

第２１条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開 

票に関し必要な事項については、公職選挙法（昭和２５年法律 

第１００号 ）、 公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号） 

及び公職選挙法施行規則（昭和２５年総理府令第１３号）の規 

定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例 

による。 

（委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な 

事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成２８年１０月１日から施行する。 


